
農林業の持続性を高める下部空間活用型太陽光発電モデル調査事業 

業務委託にかかる公募型プロポーザル実施要領 

 

１．趣 旨 

  この要領は、農林業の持続性を高める下部空間活用型太陽光発電モデル調査事業 業務委

託（以下「本業務」という。）にかかる受託事業者の選定にあたり、必要な事項を定めるも

のである。 

 

２．業務概要 

（１）業務の名称 

   農林業の持続性を高める下部空間活用型太陽光発電モデル調査事業 

（２）業務の内容 

   別紙仕様書のとおり 

（３）履行期間 

   契約締結の日から令和９年３月１日（月）まで 

（４）事業規模（委託上限額） 

   １１,０３３,０００円（消費税及び地方消費税等を含む。） 

（５）事業者の選定方法 

   公募型プロポーザル方式 

 

３．事務局 

  内子町役場 環境政策室 担当：亀岡 

  所 在 地：〒795-0392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲 168 番地 

  電 話 番 号：0893-44-6159（室直通） 

  メールアドレス：kankyo-seisaku@town.uchiko.ehime.jp 

 

４．参加資格 

  本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。なお、単独企業

による参加申込の場合は、次に掲げる（１）から（８）までのすべてを満たす者でなければ

ならない。また、共同企業体による参加申込の場合は、（９）の要件を満たす者でなければ

ならない。 

（１）令和 7～8 年度内子町競争入札参加資格者名簿に登録済みの者、または契約締結の日ま

でに登録を得る見込みの者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

（３）本町から指名停止の措置を受けていないこと。 

（４）経済産業省から補助金交付等停止措置または指名停止措置を受けていないこと。 



（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申立てがなされてい

る者または民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されている者でないこと。 

（６）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２

号に掲げる暴力団及び第６号に掲げる暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う

者でないこと。 

（８）宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体や個人でないこと。 

（９）共同企業体で参加しようとする場合は、以下の要件をすべて満たしていること。なお、

共同企業体の構成員は、同時に単独または他の共同企業体の構成員としての参加はで

きないものとする。 

   ア 共同企業体は３者以内で構成されていること。 

   イ 参加申込書を提出する際に共同企業体協定書を提出すること。 

   ウ 代表者を定めること。なお、代表者及び構成員の変更は、原則としてできない。 

   エ 共同企業体のすべての構成員について、上記「４．参加資格」（１）～（８）のす

べての要件を満たしていること。 

 

５．スケジュール 

内    容 日    程 

公募開始 令和８年６月１日（月） 

参加申込書等の提出期限 令和８年 6 月 12 日（金）午後５時まで 

質問書の提出期限 令和 8 年 6 月 12 日（金）午後５時まで 

質問書への回答 令和 8 年 6 月 16 日（火）午後５時まで 

企画提案書の提出期限 令和 8 年 6 月 23 日（火）午後５時まで 

プレゼンテーション審査 令和 8 年 6 月 30 日（火） 

プレゼンテーション審査結果の通知 令和 8 年 7 月３日（金） 

 

６．参加申込書の提出 

（１）提出書類 

   ア 参加申込書（様式１） 

     ※共同企業体の場合は（様式１－１、１－２、１－３）を提出すること。 

   イ 会社概要書（様式任意）※パンフレット等で可 

（２）提出期限 

   令和８年 6 月 12 日（金）午後５時必着 

（３）提出方法 

   電子メール（PDF 形式）にて、上記「３．事務局」へ提出すること。 



（４）その他 

   参加申込書を提出した後に参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式２）を提出する

こと。 

 

７．質問の受付及び回答 

（１）受付期限 

   令和８年 6 月 12 日（金）午後５時まで 

（２）受付方法 

   質問書（様式３）を作成し、電子メールにて上記「３．事務局」へ提出すること。 

（３）回答方法 

   令和８年 6 月 16 日（火）午後５時までに、参加申込書の提出があったすべての者に対

し電子メールにより回答する。 

 

８．企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

   ア 企画提案書等提出届（様式４） 

   イ 企画提案書（様式任意） 

     ・Ａ４版、横書きとし、20 ページを上限とする。 

     ・仕様書を踏まえた実施方針や実施内容、手法等について記載するとともに、提

案者としてのアピールポイントなどを簡潔に分かりやすく記述すること。 

   ウ 業務スケジュール（様式任意） 

   エ 実施体制表（様式任意） 

   オ 見積書（様式任意） 

     ・消費税及び地方消費税（税率は 10％）を含んだ額とし、内訳書を添付すること。 

   ※過去に本業務と同種または類似の業務を履行した実績がある場合は、その業務内容

が分かる書類（様式任意） 

（２）提出期限 

   令和８年 6 月 23 日（火）午後５時必着 

（３）提出方法 

   電子メール（PDF 形式）にて、上記「３．事務局」へ提出すること。 

（４）留意事項 

   ア 企画提案書提出後の差し替えや修正、追加等は認めない。ただし、審査に必要と

認める場合は、補足資料の提出を求める場合がある。 

   イ 企画提案書の提出は、参加申込者１者につき１案とし、受領した退出物は返却し

ないものとする。 

 

 



９．プレゼンテーションの実施 

（１）実施日時・場所 

   日時 令和８年 6 月 30 日（火） 

   場所 内子町役場本庁４階 第３会議室 

（２）実施時間 

   １者につき 30 分以内（プレゼンテーション 20 分以内、質疑応答 10 分以内） 

（３）その他 

   プレゼンテーションの順番は、原則として参加申込書の受付順とし、個別に行い、非

公開とする。なお実施方法等の詳細は、別途通知するものとする。 

 

10．受託候補者の選定 

（１）選定方法 

   町が設置する審査委員会において、別紙「審査基準」に基づき、企画提案書等及びプ

レゼンテーションの内容を総合的に評価する。なお、参加申込者が１者であった場合

も審査を行うものとする。 

（２）審査結果 

   審査結果は、すべての参加申込者に書面で通知するとともに、本町のホームページで

公表する。なお、審査結果に関する質問は受け付けない。 

 

11．契約の方法 

  選定された受託候補者と契約締結の協議を行い、随意契約により契約を締結する。 

  なお、受託候補者が正当な理由なく契約を締結しないとき、または協議が整わないとき

は、その選定を取り消すとともに、審査委員会において次点となった事業者と協議等を行っ

た上で、契約を締結するものとする。 

 

12．欠格事項 

  次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）本要領に違反または著しく逸脱した場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）その他、不正な行為があった場合 

 

13．その他留意事項 

（１）本審査にかかる経費はすべて参加申込者の負担とする。 

（２）本件は、経済産業省の「令和８年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助

金」に係る交付決定を前提とした公募である。交付決定がなされなかった場合、交付

決定額に変更があった場合は、契約の一部または全部を締結しないことがある。 

（３）本実施要領に定めるもののほか、必要な事項については町が別に定める。 


